
              

 

 「ふるさと納税」は、ふるさとに貢献したい、ふるさとを応援したいという納税者の想いを 

 活かすことができるよう、希望する自治体に対して寄附を行った場合、個人住民税や所得税を 

 一定限度額まで控除する制度です。 

  ご自分のふるさと以外の自治体へも寄附することができますので、“日本一小さい新幹線の 

 まち”今別町への応援をお願いします。  

 

 

 

 

寄附者へのお礼 
  今別町では、ふるさと納税制度により、５千円以上寄附された方に対し、寄附額に応じた返礼品

（特産品）をお送りさせていただきます。 

お 礼 の 品 一 例 

   うにの瓶詰め                            いまべつ牛            いのしし肉 

        
    もずくうどん        日本酒『荒馬』        青森ひば木工品         冷凍もずく 

         
※今別町では、寄附者が返礼品を選択できませんので、あらかじめご了承ください。 

一球入魂かぼちゃの 

シ フ ォ ン ケ ー キ 

※申し込み方法については、裏面をご覧ください。 



 

「払込取扱票」による件 

 
 

① 「総務省ふるさと納税リーフレット」付属の

「払込取扱票」に必要事項をご記入の上、郵便

局（ゆうちょ銀行）の窓口でお支払いください。

（手数料無料） 
寄附金の使途について希望がある場合は、太枠

内備考欄に使いみちの番号（※表面参照）をご

記入ください。 

 
今別町の口座記号番号 

０２２１０－６－９６０１１６ 

加入者名 

今 別 町 会 計 管 理 者 

 
② 当町よりお礼の品、寄附金受領証明書またはワ

ンストップ特例制度利用申請書をお送りしま

す。 
ワンストップ特例制度利用申請書に必要事項

をご記入、押印の上、今別町へお送りください。 
※ ワンストップ特例の申請には条件があります

ので、「総務省ふるさと納税リーフレット」をご

参照ください 

 
③ 確定申告を行うことにより、個人住民税、所得

税が軽減されます。 
ワンストップ特例の適用を受ける場合は、確定

申告は不要です。 
※ 軽減額は寄附者の収入額、家族構成で異なりま

すのでご留意ください。 

寄附申出書をご利用の方 

 
 
① 今別町ホームページ

( http://www.town.imabetsu.lg.jp/top.php ) 
より申出書をダウンロードし、必要事項をご

記入の上、郵送、FAX または電子メールにて

お送りください。 
インターネットをご利用できない方は、総務

課税務担当までご連絡ください。申出書を郵

送いたします。 

 
② 郵便局の払込用紙（手数料無料）または現金書

留（手数料自己負担）にて寄附をお願いしま

す。 

 
③ 当町よりお礼の品、寄附金受領証明書または

ワンストップ特例制度利用申請書をお送りし

ます。 
※ ワンストップ特例の申請には条件があります

ので、「総務省ふるさと納税リーフレット」を

ご参照ください。 

 
④ 確定申告を行うことにより、個人住民税、所得

税が軽減されます。 
ワンストップ特例の適用を受ける場合は、確

定申告は不要です。 
※ 軽減額は寄附者の収入額、家族構成で異なり

ますのでご留意ください。 

 
 

～ 申 し 込 み の 方 法 ～ 

お問い合わせ先 

今別町役場 総務課 税務担当 

〒０３０－１５０２ 

青森県東津軽郡今別町大字今別字今別１６７ 

電話：０１７４－３５－３００８（直通） 

FAX：０１７４－３５－２２９８ 

E-mail：zeimu@town.imabetsu.lg.jp 

高野崎（潮騒橋 渚橋） 


